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第１章 計画の基本的事項 

１  計画策定の背景と目的 

中津川市環境基本計画は、中津川市環境基本条例第７条に基づき、良好な環境の保全と創出に関す

る施策を総合的・計画的に推進することを目的として策定されるものです。 

本市は、平成 16（ 2004）年３月に第一次計画となる（ 中津川市環境基本計画」を策定しました。そ

の後、平成 19（ 2007）年３月に 第二次中津川市環境基本計画」、平成 28（ 2016）年３月に 第三次

中津川市環境基本計画」を策定し、計画策定から５年が経過した令和３年 2021）年３月には中間見

直しを実施しました。 

 この間、国際的には、地球規模での脱炭素化への取組が更に加速し、我が国においても令和２ 2020）

年に 2050 年カーボンニュートラル宣言」が表明されるなど、脱炭素社会の実現に向けた動きが本

格化しています。また、令和４ 2022）年には生物多様性条約第 15回締約国会議 COP15）において

 昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030 年までに陸と海の 30％以上を保護地域

等として保全する 30by30（ ーーィ・・イ・・ーーィ・）目標」の達成が国際的な目標として設定さ

れました。 

 こうした国際動向を踏まえ、我が国では令和６ 2024）年４月に 第六次環境基本計画」が策定さ

れ、 ウェルビー・ング／高い生活の質」をすべての施策の上位目標として位置づけ、環境・経済・

社会の統合的向上を図るという新たな方向性を示しました。 

 本市においては、こうした社会情勢の変化に対応し、令和３（ 2021）年３月に区長会連合会と共同

で ゼロカーボンシィ・宣言」を行い、2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを表明しまし

た。併せて、令和５（ 2023）年５月に（ 中津川市地域脱炭素ロードマップ」を策定し、脱炭素社会の

実現に向けた具体的な道筋を示しました。 

 一方で、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化、マ・クロプラスチックによる海洋汚染、

外来生物の増加による生態系への影響、里地里山の荒廃による生物多様性の損失など、環境に関する

問題は多様化、複雑化するとともに新たな課題も生じています。また、リニア中央新幹線の開業に向

けた準備が進むなか、環境に配慮したまちづくりの推進も本市の重要な課題です。 

 こうした、国際的な環境政策の動向、国・県の計画改定、2050 年ゼロカーボンシィ・の実現、循環

型社会・生物多様性に係る新たな取組の推進、リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりなどの社会

動向、環境を取り巻く状況の変化に対応し、本市の良好な環境の保全と創出に向けた環境分野におけ

る最上位計画として、 第四次中津川市環境基本計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

  

※ この計画書では、第四次中津川市環境基本計画を 本計画」、令和３年３月に策定された第

三次中津川市環境基本計画 中間見直し版）を 前計画」と表記します。 
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２  計画の位置づけ 

中津川市環境基本計画は、中津川市総合計画を上位計画とし、最上位の理念計画かつ環境施策の根

幹をなす実行計画として位置付けられます。策定に当たっては、市の条例・関連計画のほか、国の法

令・計画等や県の条例・計画等とも整合性を図っています。 

また、地球温暖化対策実行計画や生物多様性戦略といった法令等で定められた諸計画を内包する

とともに、一般廃棄物処理基本計画等の関連する計画を引用しています。 

 

 

 

  

図 １-１ 中津川市環境基本計画の位置づけ 

第四次中津川市環境基本計画

◼ 中津川市地球温暖化対策実行計画

◼ 中津川地域脱炭素ロードマップ

◼ 地域新エネルギービジョン

◼ 中津川市省エネ節電計画

◼ 中津川市生物多様性地域戦略

◼ 中津川市一般廃棄物処理基本計画

内包する計画

引用する計画

関連計画

◼ 都市計画マスタープラン
◼ 立地適正化計画
◼ 中津川市人口ビジョン
◼ 地域公共交通計画
◼ 農業振興ビジョン
◼ 林業振興ビジョン
◼ 地域防災計画
◼ リニアのまちづくりビジョン

県の条例・計画国の法律・計画

◼岐阜県環境基本条例 等◼環境基本法

◼各種公害関連法

◼地球温暖化対策推進法 等

◼環境基本計画

◼地球温暖化対策計画

◼循環型社会形成推進基本法

◼生物多様性国家戦略 等

中津川市総合計画

条例

◼ 中津川市環境基本条例
◼ 中津川市環境保全条例
◼ 中津川市自然環境等と再
生可能エネルギー発電事
業との調和に関する条例

◼岐阜県環境基本計画

◼岐阜県地球温暖化防止・

気候変動適応計画

◼岐阜県廃棄物処理計画

◼生物多様性ぎふ戦略 等



 

3 

 

計
画
の
基
本
的
事
項

1

中
津
川
市
の
環
境
の
現
状
と
課
題

2

基
本
施
策

3

重
点
戦
略

4

指

標

5

推
進
体
制
・
進
行
管
理

6

7

私
た
ち
に
出
来
る
こ
と

３  将来の環境像 

 将来の環境像」とは、本市が良好な環境を保全（・創出していくため、最終的な目標とするべき理

想の将来像のことです。 

環境に関するあらゆる施策や取組を立案（・実施する際、はじめに（ 将来の環境像」に向かって進ん

でいるかどうかを判断軸とすることで、その時々の情勢に柔軟に対応しつつ、本市としてあるべき環

境の姿へと進んでいることを確認します。 

 

 将来の環境像」を設定するにあたり、市民（・事業者等へのヒアリングから、本市の環境施策に必

要な要素を ５つのキーワード」として抽出しました。その上で、 将来の環境像」を以下のとおり

設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来の環境像

                

   生

       
自然    林           り   人と自然 調

和    可能 地域社会    ます

 環  

脱炭素

    生

 ー ード

  ・ ー  ー ップ
市 ・事業 ・  に る            る社会 

   ます

地域  の循環に り環境       地域  の 性化

    ます

  の   自然    ま   ぎ  リニア 業に る 

  まちづくりと環境保全  立  ます

   と地域  の    に り          ー ン

    ます

  と    中津川市の ン ル  り  る    の   す 

      の中津川市の  に       る・ る と      り 

 の     に     く      本市の  の環境   ります 
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４  計画の基本方針 

 本計画では、豊かな森林と清流に代表される本市の自然の恵みを次世代に継承し、リニア開業とい

う新たな時代を迎える中で、持続可能な地域社会を構築することを目指します。 

 本計画の推進にあたっては、環境・経済・社会の統合的向上を図る ウェルビー・ング（ well-being」

の考え方を基本理念とし、環境保全の取組を通じて市民一人ひとりの生活の質の向上を実現してい

きます。これは、単に環境問題を解決するだけでなく、地域経済の活性化や地域コミュニィ・の充実

など、様々な地域課題の同時解決を図るものです。 

 施策の展開においては、（ 自然共生」 循環経済」 脱炭素」 リニア共生」 協働」を５つの柱とし、

それぞれの分野を相互に連携させながら、総合的かつ効果的な取組を推進します。これらの分野は独

立したものではなく、例えば森林整備による脱炭素化と生物多様性保全の同時達成、廃棄物の資源化

による循環経済の構築と地域雇用の創出など、複数の効果を同時に生み出すことを重視します。 

 また、ゼロカーボンシィ・の実現、循環型経済の構築、生物多様性の保全等、環境に係る課題を解

決するためには、技術革新や制度改革だけでなく、市民・事業者・行政が一体となった行動変容が必

要不可欠です。このため、あらゆる主体が参加する協働・パートナーシップを支援し、環境教育の充

実や情報発信の強化を通じて、すべての主体が環境に配慮した行動を自主的に実践できる地域社会

の構築を目指します。 

 今後、本市はリニア中央新幹線の開業により、新たな交流や経済活動の拡大が期待されます。この

好機を活かし、環境と調和した持続可能な地域発展のモデルケースとなるよう、計画的かつ戦略的な

取組を展開していきます。 

  

 

図 １-２ 計画の基本方針 イメージ図 

  

   生

 環  

    生

脱炭素

  

                

５つの柱
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５  計画期間 

 本計画の取組期間は、令和８ 2026）年度から令和 17 2035）年度までの 10年間とします。 

 この間、社会情勢や環境に係る動向の変化を踏まえ、５年 令和 12（ 2030）年度）を目途に見直し

を行います。 
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図 １-３ これまでの計画策定の経緯 
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（３） 市の現状及び課題 

 本市は、木曽川上流域の山間に開けた中山間地域であり、豊かな森林と清流に育まれた自然あふれ

るまちです。市内に広がるのどかな里地里山や、そこにある湧水湿地帯には、固有かつ希少な自然生

態系が存在しています。 

このような地理的特性から、本市は古くから自然の恵みを取り入れることにより発展し、自然に根

ざした風土・文化を育ててきました。しかし、少子高齢化や人口減少、産業構造や生活様式の変化な

ど様々な要因により、里地里山の利用が減り、自然の荒廃や文化の逸失につながりつつあります。 

このような状況を背景に、本市では、前計画に（ 中津川市生物多様性地域戦略」を内包し、自然と

共生するための地域の在り方と施策を示してきました。 

 

① 森林・里地里山の現状と課題 

本市は、市域の約８割を森林が占める県内でも有数の森林都市であり、林業とともに歩んできた歴

史があります。森林構成をみると、民有林が約６割を占め、そのうち６割が人工林といずれも岐阜県

の平均を上回っています。また、人工林のうち約 50％はヒノキ人工林であり、東濃桧の産地である

ことが顕著に表れています。 

民有林を適切に保つため、間伐等の森林整備を推進する施策に取り組んでいますが、人口減少や高

齢化による深刻な担い手不足によって適切な森林整備が行き届いておらず、手入れの行き届いてい

ない人工林が約1万haに上り、間伐材の７～８割が山林に放置されているといった現状があります。 

このような課題に対して、本市では、令和４ 2022）年に 中津川市林業振興ビジョン」を策定し

ました。 豊かで恵みある森林を次世代へ」を基本方針とし、 健全で豊かな森林づくり」 持続的な

林業・木材産業の振興」 人材育成の推進」という３つの方向性を打ち立て、施策・取組を進めてい

ます。 
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図 ２-３ 中津川市民有林人工林 齢級別面積・蓄積分布 

（出典：岐阜県森林・林業統計書（令和５年度版）をもとに作成） 

 間伐が必要な時期を
過ぎた森林が多く 
残されています 
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④ 特定外来生物対策の現状と課題 

特定外来生物とは、海外から日本にやってきた生物のうち、生態系や人の生命・身体、農作物等に

被害を及ぼす可能性があるもののことです。本市においても、動物ではアラ・グマやヌートリア、植

物ではオオキンケ・ギク等の特定外来生物が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 河川・水環境の現状と課題 

木曽川をはじめとする本市の清流は、豊かな森林

と並び本市を特徴づける貴重な財産です。 

本市の河川水質は、下水道整備や合併処理浄化槽

の普及により大幅な改善が図られており、近年では

 川がきれいになり、子どもが水遊びできるように

なった」との市民の声も聞かれています。 

河川をフ・ールドにした環境学習も盛んに行われ

ており、カワゲラウォッチングの実施数は県下で最

多です。しかし、近年では指導者の高齢化が課題と

なっています。 

 

  

※ 特定外来生物を見かけたら・・・ 

  特定外来生物は、法律により栽培・飼育・運搬・販売が禁止されています。不用意に捕まえず、ま

ずは管理者や行政機関にご相談ください。 

図 ２-７ 本市に生息する特定外来生物（出典：環境省 外来種写真集） 

ヌートリア アライグマ オオキンケイギク 

図 ２-８ カワゲラウォッチングの様子 
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Column
木曽三川流域連携による取組 

木曽三川流域の水環境は、上中流域の人々の活動に大きく依存していますが、これらの地域

では高齢化や過疎化、農林業の衰退など様々な課題を抱えています。将来にわたり木曽三川の

恩恵を受けるためには、河川をはじめとする健全な水環境を守っていく必要があり、上中流域

が抱える様々な事項に対して、流域全体で議論していくことが必要となっています。 

そこで、平成 23 年に「水でつながる命」をテーマに木曽三川流域自治体連携会議が設立さ

れました。令和６（2024）年 10月には中津川市で「第 13回木曽三川流域自治体サミット in中

津川市」が開催され、流域全体の河川や水について考えました。そのほか、マルシェやフォト

コンテストなど流域全体で様々な取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽三川での流域的な取組は、上流から下流まで、行政、市民、企業、NPO など多様な主体

が連携し、それぞれの特性を活かしながら水環境保全に取り組む先進的な事例です。この取組

を通じて、木曽三川の豊かな水の恵みが次世代に確実に引き継がれていくことが期待されま

す。私たち一人ひとりが「水でつながる命」の一員として、日々の生活の中で水環境を大切に

する意識を持ち続けることが、この美しい木曽三川を未来に残していく第一歩となるのです。 

（写真出典：木曽三川流域自治体連携会議ホームページ） 

図 ２-９ 木曽三川流域自治体連携会議の取組方針 

図 ２-１０ 構成自治体 図 ２-１１ 木曽三川流域自治体サミット 
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２  資源 環に関する現況と課題 

（１） 国の動向 

 地球規模での資源制約や環境負荷の増大を背景に、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済

社会シスィムから脱却し、資源の循環利用を基盤とした持続可能な社会への転換が世界的に進めら

れています。 

 我が国では、令和６ 2024）年８月に 第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、資源消

費の最小化や廃棄物の発生抑制を通じて、気候変動、生物多様性損失、環境汚染等の社会課題の解決

に貢献する 循環経済への移行」が最重要課題として位置づけられました。この計画では、資源循環

により我が国の温室効果ガス排出量の約 36％を削減できる可能性があるとされており、脱炭素化と

資源循環の一体的推進が明確化されています。 

 加えて、人口減少や高齢化の進展により、従来の廃棄物処理体制の見直しが急務となっています。

特に地方自治体においては、処理施設の老朽化と更新費用の増大、収集・運搬の非効率化、処理施設

の維持管理費の増加といった課題に直面しており、広域連携による処理体制の効率化・集約化が重要

な解決策として注目されています。国では、こうした地域課題に対応するため、複数の市町村による

広域処理シスィムの構築支援や、処理施設の統廃合による運営効率化を推進しており、人口減少社会

に適応した持続可能な廃棄物処理体制の確立を目指しています。 

 また、令和４ 2022）年４月に施行された プラスチック資源循環法」により、プラスチック製品

の設計から廃棄・リー・クルまでのラ・フー・クル全体での資源循環が促進されています。市区町村

においては、プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一括回収することが努力義務として規

定され、より効率的なリー・クル体制の構築が求められています。 

 さらに、令和２ 2020）年５月に施行された 食品ロス削減推進法」では、2030 年度までに食品ロ

スを 2000 年度比で半減させる目標が設定されており、事業者だけでなく家庭での食品ロス削減の取

組強化が重要な課題となっています。 

 デジタル技術の活用につい

ては、IoT や AI を活用したご

み収集の効率化、リー・クル

技術の高度化、資源循環に関

する情報の見える化などによ

り、循環経済の実現を支援す

る取組が推進されています。

特に人口減少地域において

は、収集ルートの最適化や処

理施設の効率的運用により、

コスト削減と環境負荷軽減を

同時に実現する取組が期待さ

れています。  

図 ２-１２ 各主体の連携と役割 

（出典：環境省「第５次循環型社会形成推進基本計画 概要版」） 
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（２） 岐阜県の動向 

 岐阜県では、令和３（ 2021）年３月に策定された（ 第３次岐阜県廃棄物処理計画」において、循環

型社会の形成に向けた取組を総合的に推進しています。この計画では、 廃棄物の排出抑制・循環的

利用及び適正処理の推進」 美しい生活環境の保全」 災害・感染症・気候変動への備え」の３つを施

策の柱として設定しており、第３次計画の新たな取組として、 プラスチックごみ削減の推進」 食品

廃棄物削減の推進」 各主体との連携強化」を推進していくこととしています。 

 特に、県では食品ロス削減に重点的に取り組んでおり、 ぎふ食べきり運動」を展開して、事業者・

消費者双方における食品ロス削減の意識向上と行動変容を促進しています。また、 はじめよう、フ

ードラ・ブ 岐阜県フードドラ・ブ実施マニュアル」を作成し、フードドラ・ブの啓発を行っていま

す。 

プラスチックごみについても、 ぎふプラごみ削減県民運動」により、使い捨てプラスチックの削

減と適正なリー・クルの推進を図っています。 

廃棄物処理体制については、市町村の枠を超えた広域連携による効率的な処理シスィムの構築を

支援しており、処理施設の集約化・高度化により、環境負荷の軽減とコスト削減の両立を目指してい

ます。 

 さらに、平成 28（ 2016）年３月に 岐阜県災害廃棄物処理計画」を策定し、大規模災害時における

迅速かつ適正な廃棄物処理体制の整備を進めており、近年の気候変動による災害の激甚化・頻発化を

踏まえ、平時からの備えと関係機関との連携体制の強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Column
「食品ロス」を減らすには 

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。日本では年間約

472 万トン（2022 年度）の食品ロスが発生しています。これは、国民一人当たり毎日お茶碗

約１杯分の食べ物を捨てている計算になります。 

食品ロスは大きく「事業系（食品工場や飲食店から出るもの）」と「家庭系（家庭から出

るもの）」に分類されます。事業系食品ロスについては、食品製造業や外食産業などが継続

的に取組んでおり、2030 年度の目標（273 万トン）を 8年前倒しで達成しました。一方、家

庭系食品ロスはさらなる削減が必要です。 

家庭での食品ロス削減には、「食べ残し」

「廃棄食品」「過剰除去」の３つの要因への

対策が重要です。具体的には、①冷蔵庫の在

庫確認をしてから買い物をする、②すぐに食

べる商品は陳列順に購入する、③食材を無駄

にしないレシピを活用する、④賞味期限と消

費期限の違いを理解する、などが挙げられま

す。 図 ２-１３ 食品ロス削減パンフレット 

（出典：消費者庁） 
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② 施設整備に関する取組状況と課題 

ごみ処理施設や下水処理施設といった施設の老朽化に加え、これからの人口減少時代を見据え、効

率的で環境負荷の少ない新たな廃棄物処理体制の構築が求められています。 

本市においては、恵那市と広域によるごみ処理施設整備の検討が進められています。また、下水処

理施設についても県によって処理場の統合が計画されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 災害対応体制に関する取組状況と課題 

 災害時に発生する大量の廃棄物を迅速かつ適正に処理し、市民の生活環境の保全と速やかな復

旧・復興を図るため、平成 24 2012）年度に 中津川市災害廃棄物処理基本計画」を策定し、災害

に備えてきました。平時からの関係機関との連携体制構築、仮置場の確保、処理手順の明確化、広

域的な連携強化などが重要な課題と考えられます。 

 

④ 市民参画に関する取組状況と課題 

 資源循環の推進には市民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。 ごみ減量検討市民会議」 住みよ

い環境づくり推進員」などを設け住民参画を促すと同時に、分別ルールの周知徹底、環境教育の充実、

地域コミュニィ・との連携強化など、住民を巻き込んだ継続的な啓発活動と住民参加の仕組みづく

りが課題となっています。  

図 ２-１５ 環境センター 図 ２-１６ 最終処分場 

図 ２-１７ 汚泥処理センター 図 ２-１８ 市内浄化管理センター（坂下） 
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３  脱炭素に関する現況と課題 

（１） 国の動向 

パリ協定の批准以降、国際的な脱炭素の流れは加速しており、日本もそれに呼応する形で脱炭素の

取組を進めてきました。 

我が国は、令和２ 2020）年に 2050 年カーボンニュートラル宣言」を表明し、その後 2030 年度

の温室効果ガス削減目標を 2013 年度比 46％削減」とし、さらに 50％の高みを目指すとしました。

令和６ 2024）年度に策定された（ 第七次地球温暖化対策計画」では、2035 年度 60％削減、2040 年

度 73％削減という中間目標を設定し、2050 年ゼロカーボンの実現に向けた道筋を明確化しています。

また、同時に策定された地球温暖化対策計画では、これらの新たな削減目標及びその実現に向けた対

策・施策が位置付けられており、地方公共団体においても国の計画との整合性を図った計画策定が求

められています。 

2050 年ゼロカーボンに向けて、国は 環境と経済の好循環」を基本理念とし、排出削減と経済成長

の同時実現を目指しています。令和５ 2023）年に策定された GX 推進戦略」では、産業構造や社会

シスィムの変革を通じた脱炭素化を推進するとともに、グリーン・ノベーションなどあらゆる政策

を総動員した統合的アプローチを展開しています。 

また、令和３ 2021）年に決定された 地域脱炭素ロードマップ」では、地球温暖化対策において、

行政、事業者、市民などあらゆる主体で構成されたパートナーシップによる取組が重要視されており、

中でも地域脱炭素が重要な役割を担うとしています。地方公共団体においては、その地域の自然的・

社会的条件に応じた温室効果ガス削減施策の展開が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

図 ２-１９ 日本の CO2排出量推移と将来の目標（出典：環境省） 
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（２） 岐阜県の動向 

岐阜県は、令和３ 2021）年３月に 岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画～ 脱炭素社会ぎ

ふ」の実現に向けて～」を策定し、2050 年のカーボンニュートラルと、2030 年度までに 2013 年度比

48％削減、さらに 50％の高みに向けて挑戦する」という中期目標を設定しています。 

目標達成のための施策として、太陽光発電等の導入促進、ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス）、ZEB（ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及促進、公共交通機関の充実、次世代自動車の普

及、省エネルギー設備の導入支援、環境配慮型農業の推進、適切な森林管理による CO2吸収源確保、

廃棄物の適正処理と資源循環の促進を挙げています。 

また、気候変動適応策として、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報収集、整理、分析等を

行う 岐阜県気候変動適応センター」を設置し、農業や林業、防災など様々な分野でこれまでに起き

ている気候変動による影響や将来起こりうる気候変動による影響を収集、情報発信しているほか、農

業における高温耐性品種の開発・普及、防災・減災対策の強化、熱中症対策等の推進などの取組を実

施しています。 

岐阜県独自の特徴的な取組として、（ G-クレジット  脱炭素社会ぎふ」・森林吸収量認証制度）」を

創設し、県内の森林整備による CO2吸収量の認証・活用を推進しています。  

Column
地球温暖化の原因と影響 

気候変動の専門的調査機関である

IPCC の報告によれば、現在の地球温暖

化が人類の活動に起因することは疑

う余地がなく、世界の平均気温は産業

革命以前に比べて 2011～2020 年で

1.09℃上昇しており、過去 30 年の各

10 年間の世界平均気温は 1850 年以降

のどの 10 年間よりも高くなっていま

す。 

地球温暖化の主な原因は、人類の産

業活動によって二酸化炭素やメタン 

などの大量の温室効果ガスが排出され、濃度が上昇したことです。温室効果ガスは太陽からの熱

を吸収し、地球全体の気温を押し上げています。 

温暖化が進むと、熱膨張と氷河の融解により海水面が上昇し、平均気温の上昇や海水面の上昇

が予測されています。日本では、2100 年に岐阜県で 1.9～4.7℃の気温上昇が予想され、猛暑日

や真夏日が現在の倍以上に増加する見込みです。この結果、熱中症リスクの増大、台風の強大化、

局地的豪雨の増加、農作物の品質低下、感染症を媒介する昆虫の分布域拡大などの深刻な影響が

懸念されています。 

図 ２-２０ 岐阜県の年平均気温推移 

（出典：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）） 
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② 行政における温室効果ガス排出量の現状と課題 

基準年度である平成 30（ 2018）年度の行政の温室効果ガス排出量は 19,780t-CO2です。令和７ 2025）

年度の目標値は 18,395t-CO2ですが、令和５ 2023）年度の排出量は 19,444 万 t-CO2であり、1.7％

の削減に留まっています。 

本市では公共施設の太陽光発電の設置を中心に、小水力発電、木質イ・オマス設備、廃棄物発電、

蓄電池、燃料電池など様々な再生可能エネルギー設備を導入してきましたが、近年は新たな導入はほ

とんどありません。指標である 再生可能エネルギーを導入した公共施設数」は、基準年度である平

成 26 2014）年度時点では延べ 20 施設でしたが、現在は延べ 27 施設となっており、目標の延べ 30

施設まではあと３施設となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 ２-２２ 本市公共施設の太陽光発電導入事例 

Column
脱炭素社会の実現に向けた連携協定による取組 

本市では、市と事業者が協働で脱炭素の取組を進めるため、中津川市商工会議所、中津川北

商工会、中部電力ミライズ株式会社、中津川市の４者で「脱炭素社会の実現に向けた共創推進

に関する連携協定」を結びました。 

具体的な連携内容としては、再エネの利活

用、事業所における太陽光発電設備の導入、EV

充電器導入等のインフラ整備、地域のレジリ

エンス強化、環境意識の向上や行動変容に係

る教育・啓発が挙げられます。 

協定に基づき、道の駅などへの EV充電スタ

ンドの設置や、工業団地における太陽光発電

の積極的な導入が進んでいます。 

図 ２-２４ EV 充電スタンドの導入 

図 ２-２３ 本市公共施設の薪ストーブ導入事例 
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４  生活環境に関する現況と課題 

（１） 国の動向 

我が国では、昭和 30～40 年代に四大公害をはじめとする公害問題が発生し、環境の逸失によって

人々の生活に深刻な被害をもたらしました。この経験は、私たちに経済の発展だけではなく環境汚染

を防止することの重要性を深く植え付けるものであり、第六次環境基本計画の 環境・経済・社会の

統合的向上」という基本方針や、 現在及び将来の国民一人一人のウェルビー・ング／高い生活の質

の実現」という最上位目標にも受け継がれています。 

第六次環境基本計画では、 地球における３つの危機」として、 気候変動」 生物多様性の損失」

と並んで 汚染」を挙げ、 水・大気・土壌の環境保全、環境リスクの管理」を個別分野の一つとし

ています。一方、現在の生活環境における課題は、かつての大規模・産業型公害から都市型・生活環

境型の公害へと変化しています。 

大気汚染については、従来の硫黄酸化物や窒素酸化物による汚染対策に加え、微小粒子状物質

 PM2.5）や光化学オキシダントなどの新たな汚染物質への対応と、気候変動対策との統合的な取組

が求められるようになりました。水質汚濁については、工場排水対策から生活排水等の汚染対策へと

その重点が移行しています。騒音・振動については、工場や建設作業によるものから道路交通等によ

る環境騒音、さらには風力発電施設の低周波音など新たな課題が発生しています。悪臭についても、

工場等の事業活動によるものから、生活環境での悪臭等に移行しています。 

第六次環境基本計画は、四大公害等の歴史的教訓を活かし、生活環境保全を単なる公害防止から、

 国民のウェルビー・ング向上と経済発展を両立させる新たな成長モデル」の中核に位置づけ、2030

年を目標とした集中的な取組による持続可能な社会の構築を目指しています。 

 

（２） 岐阜県の動向 

岐阜県は、令和３ 2021）年３月 第６次岐阜県環境基本計画」において、 安全・安心な生活環

境の確保」を基本施策の一つとして位置付け、 水及び土壌の汚染防止」と 大気環境の保全」の２

つの取組を掲げています。 

水環境の保全対策としては、水質汚濁防止法に基づき公共用水域及び地下水の水質測定を行い、環

境基準の達成状況の把握に努めるほか、汚水処理施設の整備の推進、GAP 農業の推進と農薬・化学肥

料の適正使用の推進、適切な間伐による森林の水源涵養機能の向上、土壌汚染及び地盤沈下の防止が

挙げられます。 

大気環境の保全としては、大気汚染の監視体制の充実や工場等に対する適正指導の実施、光化学オ

キシダント濃度提言の取組の実施、アスベストの飛散防止措置に係る監視指導の実施、その他騒音・

振動の防止、畜産経営に由来する悪臭対策等の取組を掲げています。 
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（３） 市の現状及び課題 

本市では、良好な生活環境を保全するため、大気質、水質、騒音・振動・悪臭等に関する継続的な

監視測定を行っています。また、市民の公害苦情等について適切に対応し、不適正な事業所等につい

ては指導を行っています。 

また、これらの取組の結果を毎年 中津川市の環境」で公表しています。令和５ 2023）年度の測

定結果及び課題は下記のとおりです。 

 

① 大気環境の現状 

本市では、岐阜県が設置する中津川測定局において、二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質

 PM2.5）、微小粒子状物質、光化学オキシダントの常時監視を実施しています。 

令和５ 2023）年度は、光化学オキシダントを除く５項目で環境基準を達成していました。光化学

オキシダントについては環境基準の達成には至っていないものの、県内をはじめ全国的にも環境基

準を達成できていない項目です。 

 

② 水環境の現状 

本市では、市内の主要河川において定期的な水質調査を実施しています。 

令和５ 2023）年度の測定結果では、人の健康保護に関する環境基準 健康項目）については、

すべての調査地点で環境基準に適合していますが、生活環境の保全に関する環境基準では、一部達

成できておらず、環境基準適合率は 82.5％となっています。 

河川のきれいさを観測する水生生物調査では、多くの地点で きれいな水」と評価されました。 

河川の水質汚濁の主な原因は、工場等からの産業系排水と一般家庭からの生活系排水です。産業

系排水については、水質汚濁防止法等の規制や指導により改善が図られていますが、生活系排水対

策として下水道や合併処理浄化槽の整備促進が重要な課題となっています。 

地下水については、年々環境基準を下回る井戸が増加し、令和５ 2023）年度をもって調査を終

了しました。 

土壌環境については、 中津川市埋立て等の規制に関する条例」に基づき、有害廃棄物等が混入し

た土砂等による不適正な埋立てを禁止し、生活環境の保全と安全確保を図っています。 

 

③ 騒音・振動・悪臭の現状 

令和５ 2023）年度の騒音測定では、一般地域 道路に面する地域以外）の３地点すべてで環境

基準を達成しています。道路交通騒音については、面的評価により昼夜基準値以下となっている戸

数が 97.1％となっています。 

法令等により、騒音・振動に係る特定の施設を持つ工場等は特定工場として届け出が義務付けら

れており、市環境保全条例等に基づく指導を実施しています。 

悪臭に関しては、市全域が規制地域に指定されています。畜産経営や工場・事業所からの悪臭に

ついて、適切な指導を行っています。  
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④ 公害苦情の状況 

令和５ 2023）年度に受け付けた公害苦情件数は 85 件でした。内訳としては、野外焼却を含む大

気汚染の苦情が 24件と最も多く、次いで水質汚濁８件、騒音９件となっています。典型７公害以外

では、廃棄物投棄が 18件、その他の苦情が 17 件となっています。 

野外焼却に関する苦情は、違法焼却だけでなく農作業に伴う焼却についても寄せられており、地

域間コミュニケーションの希薄化を遠因とするものが大半を占めていると考えられます。 

 

⑤ 悪臭対策の推進 

畜産業由来の悪臭については、たい肥化処理施設の老朽化による家畜排せつ物の処理が課題とな

っています。新たなたい肥化処理施設の整備や、家畜排せつ物のイ・オマス利用等により、悪臭発

生の抑制と資源の有効活用を図る取組が期待されます。 

 

⑥ リニア中央新幹線関連の環境対策 

リニア中央新幹線の工事によって、大気環境、水環境などへの影響や騒音・振動等の公害苦情が

懸念されています。JR東海や関連事業者とコミュニケーションを図りながら対応していくことが求

められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２５ 公害苦情の件数の推移 

（出典：中津川市の環境 令和６年度版（令和５年度実績）） 
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Column
環境問題と私たちの暮らし 

私たちの生活は、目に見えない環境汚染の脅威と常に隣り合わせの関係にあります。過去か

ら現在に至るまで、環境問題は姿を変えながら人々の健康と暮らしに深刻な被害をもたらし続

けています。 

 
◎ 「公害」という教訓 

昭和 30 年代から 40 年代にかけて、日本は

高度経済成長の裏で深刻な公害問題に直面し

ました。 「四大公害」に代表される公害問題は、

経済発展を優先し環境への配慮を怠った結果

として引き起こされた問題であり、我が国が経

済活動だけでなく環境問題にも配慮しなけれ

ばならないと気付くきっかけとなりました。 

これらの公害病では人間よりも先に動植物

が被害を受けたことも特徴的でした。例えば

「イタイイタイ病」は、企業からの有害物質が

食物連鎖を通じて濃縮され、魚介類を摂取した

地域住民に健康被害が広がったのです。はじめ

に生物がその影響を受け、やがて人間に影響を

もたらす頃には取り返しがつかないことにな

っているという環境問題特有の構図は、私たち

が忘れてはならない教訓の一つです。 

 

◎ 地球温暖化という新たな脅威 

近年、環境問題の焦点は地域的な公害から地

球規模の温暖化問題へと移行しています。 

産業革命以降、化石燃料の使用が増え、その

結果、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇した

ことにより、地球の平均気温が上昇するように

なりました。 

2023 年の世界の平均気温は、産業革命前よ

り 1.45℃ （±0.12℃）上昇し、観測史上最高と

なっています。このまま何もしなかった場合、

東京の真夏日は 21 世紀末には年間約 103 日、

１年の３割近くが真夏日となると言われてい

ます。 

◎ 私たちへの生活への影響 

地球温暖化は異常気象を引き起こし、私たち

の生活に大きな影響を及ぼします。 

猛暑による熱中症の増加、家畜や農作物への

被害、また相次ぐ強い台風の襲来や地域的な大

雨、洪水などが多発しています。特に農林畜産

業への影響は深刻で、世界的な食糧不足を招く

といわれています。その他、生態系への影響に

よる新たな感染症リスク、海面上昇や海水の膨

張による沿岸住環境へのリスク等。様々な影響

があります。 

地球温暖化の原因は、熱や電力を大量に消費

する、現在の私たちの経済活動にあります。将

来的なリスクが存在する以上、私たちは最悪の

シナリオを回避する必要があります。 

 

◎ 未来への対策とウェルビーイング 

国の「第六次環境基本計画」では、「ウェル

ビーイング／高い生活の質」をもたらす「新た

な成長」という方針のもと、環境・経済・社会

の統合的向上を目指すとしています。これは、

四大公害病の教訓を活かし、経済の活性化だけ

でなく、環境保全に取り組むことで、経済的・

社会的損失のリスクを回避し、人々がより良い

暮らしをするための方針です。 

公害も、地球温暖化問題も、人間の経済活動

が環境に与える影響という点で共通していま

す。私たち一人ひとりが環境問題を「自分ごと」

として捉え、持続可能な社会の実現に向けて行

動することが、将来世代への責任であり、健康

で安全な暮らしを守る鍵となるのです。 
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（３） 市の現状及び課題 

中津川市では、豊かな森林と清流を活用した環境教育・環境学習を推進するとともに、市民・事業

者・行政の協働による環境保全活動の推進に取り組んでいます。 

 

① 環境教育・環境学習の推進 

本市では、水生生物調査 カワゲラウォッチング）が県内で最も活発に実施されており、ほぼ全小

学校で４年生を対象に実施されています。また、 なかつがわ森の木遊館」を拠点とした森林・木育

プログラムの実施により、幼児期から森林に親しむ機会の提供を図っています。 

森林環境教育については、森林環境譲与税を活用し、小学４年生を対象とした山の授業や木材使用

授業を実施しています。岐阜県立森林文化アカデミーとの連携協定に基づき、市内の子どもたちへの

木製記念品の贈呈、中学校の技術科における市内産材の活用、森林・林業関係団体が実施する森林教

育への講師派遣等の取組を推進しています。 

環境センター、下水センター、汚泥処理センター、鉱物博物館、子ども科学館といった市内の各種

施設を活用した環境学習の機会提供や、環境に関する出前講座の実施により、多様な主体による環境

教育・環境学習の推進を図っています。 

 

② 協働・パートナーシップの推進 

地域の環境保全活動については、市民団体、事業者、学識者等と協働した環境教育・環境学習・環

境施策の実施を推進しています。住民一斉清掃活動における特定外来生物 オオキンケ・ギク等）の

駆除実施や、農畜連携による地域内資源循環シスィムの構築など、多様な主体の連携による取組が展

開されています。 

環境活動を行う市民団体や事業者等への支援を通じて、市民団体・事業者等に係るパートナーシッ

プの醸成を図るとともに、計画立案時等における市民・市民団体・事業者の参画を促進しています。 

 

③ 情報発信・広報活動 

市内の環境取組等に関する広報・PR（・情報提供の実施や、環境に係る・ベントの実施により、市民

の環境保全に対する意識向上と参画促進を図っています。 

 

 

  



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Column
水生生物調査（カワゲラウォッチング）とは 

◎ 「水生生物調査」とは 

「水生生物調査」とは、川に住んでいる生き物から水のきれいさを見極める、学術的にも認

められた調査方法のことです。 

やることは簡単で、川に入って石をひっくり返したり、水草をかき分けたりして、そこに住

んでいる虫や小さな生き物を探しだします。見つけた生き物の種類を調べることによって、

川のきれいさを判断します。生き物にはそれぞれ「好みの環境」があり、きれいな水が大好

きな生き物もいれば、汚れた水を好む生き物もおり、川のきれいさを知る指標となるのです。 

 

◎ 川のきれいさを教えてくれる生物（指標生物） 

水のきれいさの基準となる生き物のことを「指標生物」といいます。 

指標生物には次のようなものがいます。 

 

きれいな水 ややきれいな水 きたない水 とてもきたない水 

・カワゲラ 
・カゲロウ 
・トビケラ 

・コオニヤンマ 
・ヒラタドロムシ 

・ミズムシ 
・ユスリカ 

・エラミミズ 
・セスジユスリカ 

 

◎ カワゲラウォッチング 

岐阜県では、この水生生物調査を「カワゲラウォッチング」という名前で呼び、県内各地で

の実施を呼びかけています。中津川市は岐阜県内で最も活発にカワゲラウォッチングを行っ

ており、令和５（2023）年度は市内小学校のうち 14校で環境学習のひとつとして実施されま

した。 

河川名 調査場所 学校名 きれいさ 

中津川 市役所横 
西小 
南小 

きれい 

四ツ目川 昭和橋付近 東小 きれい 

狩宿川 神明神社前 苗木小 ややきれい 

落合川 落合中学校横 落合小 きれい 

阿木川 新阿木橋 阿木小 きれい 

湯舟沢川 クアリゾート横 神坂小 きれい 

川上川 
坂下小学校横 坂下小 きれい 

川上総合事務所付近 川上小 きれい 

加子母川 福崎公園付近 加子母小 きれい 

付知川 

道の駅花街道横 付知南小 きれい 

付知グラウンド付近 付知北小 きれい 

田瀬区民会館付近 福岡小 きれい 

和田川 蛭川小学校付近 蛭川小 きれい 

 

清流と触れ合い、楽しみながら中津川の環境を知ることができる取組として、今後もカワゲ

ラウォッチングを継続していきます。 
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第３章 基本施策 

１  計画の施策体系 

本計画における施策体系は、計画の根幹をなす（ ５本の柱」と、施策の基本的な方向性を示す（ 基

本方針」、そして 個別施策」で構成されています。 

個別の施策・取組については国・県等の動向、市域における社会情勢や環境気運の高まり等によっ

て流動的に変化しうるものであることから、本計画ではあくまで個別施策の方向性までを設定する

ものとし、具体的な施策・取組の内容については、その時々の状況を踏まえ、流動的に設定するもの

とします。 

 

図 ３-１ 第四次中津川市環境基本計画 「５つの柱」と「基本方針」  

1. 林・  の保全

2.農業・畜産業の振興

3.生物多様性の維 と自然共生

1.ご  量化の推進

2.４Ｒの推進

3.適正処理・処分の 施

4.ビジョンの共有と   施策の 施

1.エネルギー利用の効率化
2.地域貢献型再生可能エネルギーの導入
3.移動の   化
4. エネルギーの 用・エネルギー転換
5. 林        化

1.リニアと共生  まちづくり

2.健康 安全 まちづくり

3.快適 安心 まちづくり

1.地域の環境 動 支える人材 成

2.  に  ぐ環境教 ・環境学習の推進

3.  ゆる主体に るパートナー ップの推進

4.広報・PＲの 施

   生

 環  

脱炭素

    生

  

５つの柱 基本方針

自然    林          り   人と自

然 調和    可能 地域社会    ます

市 ・事業 ・  に る            

る社会    ます

地域  の循環に り環境       地域  

の 性化    ます

  の   自然    ま   ぎ リニア 業

に る   まちづくりと環境保全  立  ます

   と地域  の    に り 2050   

 ー ン    ます



（ 
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２     生：豊かな森林、清流、田園風景を守る 

中津川市は、自然環境を財産とするまちです。市域には良質なヒノキ素材を誇る 東濃桧」をは

じめとした森林資源、木曽川を源流とする清らかな河川、中山間地域に広がる美しい田園風景が存

在し、これらは市民の暮らしと地域の産業を支える重要な基盤となっています。 

しかしながら、近年は森林の適正管理や農林業従事者の高齢化、生物多様性の維持、特定外来生

物や有害鳥獣の増加など、自然環境を取り巻く課題が顕在化しています。気候変動の影響による自

然災害の頻発化、里地里山の管理不足による生態系への影響も懸念されており、持続可能な自然共

生社会の構築に向けた取組が急務となっています。 

本市では、2050 年ゼロカーボンシィ・の実現とあわせて、豊かな森林・清流・田園風景を次世代

に継承していくため、森林の公益的機能の発揮、持続可能な農林業の推進、生物多様性の保全を三

本柱とした自然共生施策を推進します。これらの取組により、 森と清流、未来へつなぐなかつが

わ」の実現を目指し、環境・経済・社会の統合的発展を図ります。 

特に、中津川市林業振興ビジョンに掲げる 豊かで恵みある森林を次世代へ」の理念と、中津川

市農業振興ビジョンの （ STOP！NO 業』〜持続的農業のための、農村環境づくり〜」の方針を環境

施策に反映し、自然環境の保全と地域産業の振興を両立させる取組を積極的に推進していきます。 

 

（１） 森林・清流の保全 

森林は、水源の涵養、土砂災害防止、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止、生物多様性の

保全など、多面的な公益的機能を有しており、市民生活の安全・安心の基盤として重要な役割を果

たしています。本市では、中津川市林業振興ビジョンに基づき、森林の特性や条件に応じた適切な

森林整備を進め、健全で豊かな森林づくりを推進します。 

 

① 健全で豊かな森林づくり 

 

個別施策の方向性 概要 

森林の適正施業 森林を健全に保ち、多面的な公益的機能を高度に発揮させるため、森林の

特性に応じた適正な施業を推進します。 

間伐を積極的に推進し、森林の健全性を維持するとともに、木材生産と環

境保全のイランスを図ります。木材生産を重視する森林では効率的な施業

体系を確立し、環境保全を重視する森林では生物多様性や景観に配慮した

管理を行います。 

また、森林経営管理制度を活用し、適切に管理されていない森林について

林業経営体につなぐ仕組みを構築します。 

病虫害対策・有害

鳥獣対策 

マツク・ムシやカシノナガキク・ムシなどの被害情報の収集と拡大防止

に努めます。 

シカ、クマなど有害鳥獣による森林被害についても、農業関係者と連携し

た対策を進めます。 
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（２） 農業・畜産業の振興 

本市の農業は、標高 300～790m の中山間地域において、水稲を中心に野菜、果樹、花き、畜産が営

まれています。 美濃コシヒカリ」 夏秋トマト」（ 栗」 飛騨牛」など高品質な農畜産物を生産してい

ますが、従事者の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加等の課題に直面しています。 

中津川市農業振興ビジョンに基づき、持続可能な農業経営の確立と農村環境の保全を推進するこ

とで、本市の豊かな自然風景の一つである田園都市を守りつなげていきます。 

 

① 農地の確保と有効利用の推進 

 

個別施策の方向性 概要 

農地の確保と有効

利用 

人・農地プランの実質化により、地域の話し合いを通じて農地の利用の仕

方を決定し、担い手への農地集積・集約を進めます。農地中間管理機構を

活用し、まとまった形での農地利用集積を促進することで、効率的な営農

体制の構築を支援します。 

耕作放棄地については、再生可能な農地の復旧・活用を優先し、復旧困難

な農地については適正管理を促します。復旧・活用が困難な耕作放棄地に

ついては、地域貢献型の太陽光発電設備を適正に設置することにより、農

村地域での再生可能エネルギー導入を図る一方、優良農地の保全を最優先

とします。 

 

② 持続可能な農業の実施 

 

個別施策の方向性 概要 

農業における担い

手の確保 

担い手の確保・育成のため、新規就農者支援制度の充実を図ります。就農

相談から定着まで一貫した支援体制を構築し、県や JA 等の関係機関と連

携して就農者の経営安定を支援します。また、集落営農の法人化を推進し、

地域ぐるみで農業継続体制を強化します。 

スマート農業の推

進 

ドローンの導入や ICT の活用といったスマート農業技術の導入を支援し、

生産効率・所得率の向上と、若年層の取り込みにつなげます。 

環境配慮型農業の

推進 

環境配慮型農業の推進として、 ぎふ清流 GAP」の普及促進により、安全で

高品質な農産物の生産を支援します。化学肥料や農薬の使用量削減、有機

農業の拡大、土壌診断に基づく適正施肥の推進により、環境負荷の少ない

農業生産を実現します。 

農業分野における

カーボンニュート

ラルの推進 

みどりの食料シスィム戦略に基づき、2050 年までの農業分野でのカーボ

ンニュートラル実現に向けた取組を推進します。田んぼの中干し期間延長

によるメタンガス削減、堆肥利用による化学肥料削減、省エネ設備の導入

などを支援し、農業分野からの温室効果ガス削減を図ります。 
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③ 畜産業の振興 

 

個別施策の方向性 概要 

畜産業の振興と環

境負荷の軽減 

高品質な飛騨牛の生産拡大のため、安定した畜産業経営の基盤を確保する

ほか、地域の家畜衛生管理体制の維持・強化を図ります。 

また、畜産業の環境負荷軽減のため、家畜排せつ物の適正処理と堆肥とし

ての有効活用を推進します。農畜連携による有機資源の地域内循環シスィ

ムの構築によって化学肥料の使用削減と土壌改良を同時に実現します。 

また、畜産業から発生するメタンガスの削減技術の導入を支援し、畜産業

の脱炭素化を推進する他、スマート畜産業についても推進します。 

 

④ 田園風景と調和した景観の形成 

 

個別施策の方向性 概要 

田園風景と調和し

た景観の形成と活

用 

中津川市景観計画などに基づき、農村景観をはじめとする良好な景観を保

全します。無秩序な開発の抑制、調和のとれた建築物の誘導、農地転用の

適正な運用により、田園風景と調和した土地利用を推進します。 

観光資源としての

田園風景の活用 

観光資源としての田園風景の活用を図ります。農業体験プログラムの充

実、農家民宿の推進、地域の農産物を活用した特産品開発等により、農業

と観光の連携による地域活性化を推進します。美しい農村景観の保全と活

用により、都市住民との交流促進と農業の多面的価値の向上を図ります。 

 

⑤ 地産地消の推進 

 

個別施策の方向性 概要 

食農教育の実践 安全・安心な地元農産物の消費拡大を図るため、学校給食への地元産食材

の供給を促進し、地域農業への理解を深めます。食農教育活動を推進し、

次世代への農業理解の促進を図ります。 

農作物の販路拡大

と付加価値化の推

進 

農産物直売所や道の駅での固定販売、ファーマーズマーケットの開催、市

外・ベントでの出店販売を支援、販路拡大を図ります。 

農産物の加工・販売まで一貫した取組を支援し、６次産業化を支援するこ

とによって、農産物の付加価値向上を図ります。また、 ぎふ清流 GAP」の

認証取得により、高品質で安全な農産物のブランド化を推進します。 

地産地消シスィム

の構築 

地元農産物の認知度向上、消費者ニーズに対応した生産体制の整備、流通

シスィムの効率化により、持続可能な地産地消シスィムを構築し、輸送に

伴う CO2排出量を削減します。 
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（３） 生物多様性の維持と自然共生 

生物多様性は、生態系の安定性を支える基盤であり、人類の生存にとって不可欠な要素です。本

市には、シデコブシ、ハナノキ、ヒトツイタゴなどの希少植物をはじめ、多様な野生動植物が生

息・生育しています。これらの貴重な自然環境を保全し、次世代に継承するとともに、人と自然が

共生する持続可能な社会の構築を目指します。 

 

① 希少動植物・天然記念物等の保護 

 

個別施策の方向性 概要 

希少植物の生育地

の保護 

本市の代表的な希少植物であるシデコブシ、ハナノキ、ヒトツイタゴにつ

いて、生育地の保護と個体数の維持・増加を図ります。 

市民団体等との協働によって定期的な生育状況調査を実施し、生育環境の

変化や脅威要因を把握するとともに、適切な保全管理を行います。また、

保護活動への市民参加を促進し、希少植物保護の意識向上を図ります。 

天然記念物等の適

切な保護 

天然記念物や絶滅危惧種について、文化財保護法や種の保存法等に基づく

適切な保護措置を講じます。 

生物多様性への理

解 

希少動植物の保護活動を通じた環境教育の推進により、市民の生物多様性

への理解を深めます。観察会や保護活動への参加機会を提供し、特に次世

代を担う子どもたちへの環境教育を重点的に実施します。 

 

② 生物多様性の維持・調査 

 

個別施策の方向性 概要 

生物多様性調査の

実施 

市内の生物多様性を保全するため、大学や研究機関と連携し、生物多様性

調査を実施します。特に、科学的根拠に基づく生物多様性の現状評価を行

い、特に、気候変動による生物分布の変化、外来種の侵入状況、生息地の

分断化などの影響評価について検討します。 

また、市民参加型の生物調査やモニタリング調査を実施し、市民の生物多

様性への関心と理解を深めます。 
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Column
中津川市の希少動植物・天然記念物 

中津川市には、70件もの天然記念物があります。（国指定：４件、県指定：14件、市指定 52件） 

歴史に根差した有形・無形文化財・史跡や、雄大な自然の姿である名勝とともに、私たちが守

り、将来につないでいくべき財産です。 

ヒトツバタゴ自生地 

岩屋堂のシデコブシ群生地 

加子母のスギ 恵那神社の夫婦スギ 

坂本のハナノキ 

シデコブシ 
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③ 自然環境の保全・創出に向けた取組の支援 

 

個別施策の方向性 概要 

ネ・チャーポジィ

・ブの達成に向け

た活動の支援 

ネ・チャーポジィ・ブの達成に向け、令和６ 2024）年に施行された 生

物多様性増進活動促進法」に基づく自然共生ー・ト認定制度（ 細 は下記

コラムを参照）を活用し、自然共生ー・トの認定取得や、自然共生ー・ト

の認定に向けた市民・事業者・市民団体等による取組の認定取得を積極的

に支援します。認定を受けた自然共生ー・トについては、国による支援措

置 税制優遇、交付金、技術的助言等）を活用しながら、継続的な保全活

動を推進します。特に、企業のネ・チャーポジィ・ブ経営の促進、大学の

研究フ・ールドとしての活用、NPO による自然保護活動の拡充などを通じ

て、多様な主体による生物多様性保全のネットワークを構築します。 

ビオトープ創出の

支援 

都市部（・農村部におけるビオトープの創出により、生物の生息・生育空間

の拡大と生態系ネットワークの形成を図ります。学校（・幼園園・保育園等

でのビオトープの整備支援、公園や緑地でのビオトープゾーンの設置、企

業敷地内でのビオトープ創出支援などにより、身近な自然環境の創出を推

進し、これらの取組についても自然共生ー・ト認定の対象として検討を進

めます。 

 

④ 特定外来生物対策（オオキンケイギク、アレチウリ等） 

 

個別施策の方向性 概要 

特定外来生物の対

策 

オオキンケ・ギク、アレチウリなどの特定外来生物について、地域ぐるみ

による分布調査及び駆除活動を実施し、拡散防止と個体数削減を図りま

す。 

（ 

 

  
Column

自然共生サイトの可能性 

今、身近な緑地が地球規模の環境保護に貢献する画期的な制度が注目を集めています。それ

が「自然共生サイト」認定制度です。 

環境省は、「30by30 目標」の達成に向け、2023

年度から、民間の取組によって生物多様性の

保全が図られている区域を「自然共生サイト」

として認定する制度を開始しました。現在、全

国で 300 か所以上が認定されています。認定

区域は柔軟で、大規模な自然林だけでなく、学

校のビオトープ、企業緑地、寺社の森など多様

な場所が対象となるのが特徴的です。 

身の回りにある小さな自然を地球環境を守

る重要な拠点とするため、積極的な 「自然共生

サイト」への認定が期待されています。 

図 ３-２ 自然共生サイトの取組（事例） 

（出典：リコーえなの森（株式会社リコー）） 
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⑤ 有害鳥獣対策 

 

個別施策の方向性 概要 

有害鳥獣対策の実

施 

ニホンジカ、・ノシシ等による農林業被害の軽減のため、農業（・林業関係

者の双方が連携して対策に取り組みます。猟友会と連携し、適切な個体数

管理と被害防止対策を実施します。 

捕獲した有害鳥獣

の有効利用 

ジビエ料理の普及・活用により、有害鳥獣対策と地域振興を両立させた取

組について検討し、持続可能な野生動物管理シスィムの構築を目指しま

す。 

 

⑥ エコツーリズムの実施 

 

個別施策の方向性 概要 

自然を活用したエ

コツーリズムの推

進 

豊かな自然環境を活用したエコツーリズムの推進により、自然保護と地域

振興の両立を図ります。希少植物の観察ツアー、野鳥観察会、昆虫観察会

などの自然体験プログラムの充実により、市民や観光客の自然への理解を

深めます。 

エコツーリズムの実施にあたっては、自然環境への負荷を最小限に抑える

持続可能な観光を基本とします。自然環境への影響の確認、ガ・ドの育成

等により、質の高いエコツーリズムを提供するとともに、観光による環境

への負荷を軽減します。 

地域住民が主体となったエコツーリズムの運営体制を構築し、観光収益の

地域還元と自然保護活動への再投資シスィムを確立します。 
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３   環  ：大量消費社会から 環  社会へ 

 

中津川市は、豊かな自然環境に恵まれる一方で、現代社会特有の大量生産・大量消費・大量廃棄と

いう線形経済 リニアエコノミー）から、資源を循環させながら持続的に利用する循環経済 ーーキ

ュラーエコノミー）への転換が求められています。 

本市は、人口減少が進む中でも市民一人当たりのごみ排出量は依然として県平均よりも多い傾向

にあり、資源の有効利用が課題です。最終処分場の延命化、処理費用の削減など多くの課題に直面し

ており、プラスチック資源循環促進法の施行、食品ロス削減推進法に基づく取組強化、気候変動対策

との連携など、新たな法制度や社会情勢への対応も急務となっています。 

こうした状況を踏まえ、本市では 中津川市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、従来の廃棄物処

理の概念を超えて、資源の地域内循環シスィムの構築、市民・事業者・行政の協働による持続可能な

資源利用の実現を目指しています。 

また、循環経済の推進は、単なる環境負荷の軽減にとどまらず、新たな産業創出や雇用機会の拡大、

地域経済の活性化にもつながる重要な施策と位置付けています。間伐材・剪定枝の地域内循環利用シ

スィム構築、農畜連携による有機資源の活用、下水道汚泥からのリン回収など、地域の特性を活かし

た資源循環の取組を通じて、環境と経済の好循環を創出し、持続可能な地域社会の実現を図ります。 

 

（１） ごみ減量化の推進 

廃棄物の適正処理の前提として、発生抑制 リデュース）を最優先とする取組を推進します。市民

一人ひとりの意識改革と行動変容を促進し、ごみの発生そのものを削減することで、環境負荷の軽減

と処理費用の削減を同時に実現します。 

 

① 生活系ごみの減量に資する取組 

 

個別施策の方向性 概要 

環境に配慮した行

動等の意識向上及

び周知・啓発 

不要なものは買わない、物は大切に長く使う、リユース品の積極利用等の 

ラ・フスタ・ルの普及と定着を図ります。 

 住みよい環境づくり推進員」と連携して地域内でのごみ減量と資源化促

進に対する意識の醸成を図ります。 

広報なかつがわ、市ホームページのほか、チラシやパンフレット、回覧板

など多様な方法により広報・啓発活動を進めます。 

出前講座と学習プログラムの充実を図り、大人から子供まで全ての世代に

向けたごみ減量啓発を行います。 

市民参加によるご

み減量に向けた検

討 

 ごみ減量検討市民会議」から提言を受けたごみ減量化に向けた施策につ

いて検討し、その効果を検証します。 

木箱 段ボール）コ

ンポストの普及啓

発 

学校、事業所、地域コミュニィ・などと連携して啓発活動を行うことによ

り、世代を超えた環境教育と意識啓発の輪を広げ、市全体でのごみ減量文

化の醸成を目指します。 

（施策等は「一般廃棄物処理基本計画（令和６年９月見直し）」より引用） 
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個別施策の方向性 概要 

生ごみ水切り等の

情報提供の充実 

燃えるごみに含まれる水分は、その大半が生ごみに含まれているものであ

るため、ペットボトルの先端部分や牛乳パックなどを用いた生ごみの水切

り 絞り方）の方法や、ィ・ーイッグや茶がらを乾かす方法などを情報提

供するとともに、家庭でできる簡単な水切りの方法の募集し、優秀なア・

デアについては市ホームページ等で広く公開します。 

食品ロスの実態調

査、食品ロス削減

レシピの発信 

家庭での食品ロスの実態調査を実施し、市民に啓発します。 

厚剥きにされた皮や脂身など、これまで食べられるのに捨てられてきた食

材の部位を使った もったいないクッキング」のレシピの募集や、食品ロ

スを削減するためのレシピを情報発信し、食品ロス削減運動の普及促進を

図ります。 

食品等の期限表示

の理解の促進 

賞味期限 おいしく食べることができる期限）と、消費期限 期限を過ぎ

たら食べない方が良い年月日）の違いについて情報を提供するとともに、

消費期限内でも賞味期限切れとして廃棄されている食品の削減を図りま

す。 

ごみ出しマナーの

向上の啓発（ 

ごみ出しマナーの悪いごみスィーションに対して、地域や管理者に対して

分別の徹底等の啓発を行います。 

市内の大学や事業所、不動産 管理）会社等と連携して、ごみ分別徹底と

ごみ減量、リー・クル推進の周知を図ります。（ 

外国の方にもごみ分別ルールとごみ減量、リー・クルの情報が伝わるよう

に、関係団体、大学生や市民ボランィ・ア等と連携し、多言語に対応した

様々な外国人向けパンフレットの作成・配布などにより周知を図ります。（ 

 

② 事業系ごみの減量に資する取組 

 

個別施策の方向性 概要 

排出事業者に対す

る発生抑制の啓発 

排出事業者に対して、廃棄物の発生抑制を啓発します。また、廃棄物の適

正処理と分別の徹底を指導します。（ 

許可業者と協働し

た適正処理の推進 

収集運搬許可業者と協働して排出事業者にごみ減量化、リー・クル推進に

係る意識の向上を図ります。 

料金体系の見直し 社会経済情勢等を考慮してごみ処理料金の見直しを検討します。 

ごみ減量に関する

計画書の提出 

大量に排出する事業者に対し、ごみ減量に関する計画書の提出を求め、計

画管理を行います。 

ごみの減量化に積

極的に取り組んで

いる事業所の紹介 

環境に優しい優良事業所の表彰や認定制度 店頭に貼るスィッカーの配布

等）の導入を検討するとともに、積極的にごみ減量化等に取り組んでいる

事業所について、その成果等を市ホームページや広報誌等で紹介します。 

 

  



（ 
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（２） ４Ｒの推進 

循環型社会の実現に向け、４R リデュース 発生抑制）、リフューズ 発生回避）、リユース 再

利用）、リー・クル 再資源化））を優先順位に従って総合的に推進します。特に、プラスチック資源

循環促進法への対応や新たな資源化技術の導入により、循環利用率の向上を図ります。 

 

① 生活系ごみの４Ｒに資する取組 

個別施策の方向性 概要 

ごみアプリ ごみ

の分別支援アプ

リ）の導入・配信 

燃えるごみや資源ごみ等の分別方法を単語ベースで検索できる機能や、収

集日程カレンダー機能を備えたスマートフォン用ごみ分別アプリの導入

及び配信を検討します。また、本市では外国人登録人口が増加傾向にある

ことから、多文化共生の観点からも、多言語に対応したごみ分別アプリの

導入及び配信を検討する必要があります。 

学習教材用データ

の提供 

教育委員会や学校関係者に対し、廃棄物処理等の環境学習に用いるための

資料等を提供します。 

環境教育・環境学

習の機会提供 

現在、環境センターで実施している小学４年生の社会科見学として、ごみ 

処理施設の見学会を継続します。 

不用品紹介制度の

検討 

リユース促進のため不用品の紹介制度の検討を行います。 

大型ごみ等のリユ

ース促進 

啓発プラザで行っている家具等のリー・クル販売の継続と、市民団体等と

の連携による運営の検討を行います。 

紙・布類の資源化

促進 

本市では 雑がみ」 衣類・布類」を資源ごみとして分別回収を開始しま

したが、直近の燃えるごみの組成分析調査結果でも、紙・布類の組成割合

が依然として高いことから、未だ燃えるごみの中に資源化できるものが多

く混入していると考えられます。資源ごみの分別排出の徹底を図るため、

周知啓発を行います。 

集団資源回収活動

の活性化 

集団資源回収活動団体の拡充と活動を活発化させ、活動を通じて資源化の

意識の高揚を図ります。 

集団資源回収奨励金制度を継続し、リー・クルとごみの減量化を推進しま

す。（ 

リー・クルボック

スの利用促進 

各地域の段ボールや雑誌、新聞紙等の排出量予測やニーズを捉え、リー・

クルボックス回収効果が大きくなるよう整備計画に基づいて整備を進め

ます。 

刈草・剪定枝の資

源化 

刈草・剪定枝をリー・クルセンター及び民間処理施設で資源化するための

検討を行います。 

啓発プラザの有効

活用と来場者数増

加に向けたメニュ

ー検討 

啓発プラザの有効活用と来場者数の増加を図るため、３Ｒの推進等の啓発

メニューを組み立てます。 

事業者と連携した

店頭回収の活用 

事業者と連携して店頭回収の活用を市民に周知し、家庭から排出するごみ 

の減量を図ります。 

 レジ袋削減」と

 詰替商品購入促

進」に向けた啓発 

レジ袋の削減やマ・イッグ使用などが一層広く市民に浸透するよう、市民

や事業者への協力要請等を行います。 

詰め替え用商品は特に毎日使用する日用品に関わるものが多く、容量の大

きなプラスチック系ボトルの排出を削減させる効果があることから、市民

や事業者に周知啓発を行います。 
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② 事業系ごみの減量に資する取組 

 

個別施策の方向性 概要 

事業系資源ごみの

リー・クル促進 

事業系ごみを環境センターに搬入する際に、担当職員によって資源ごみが

混入していないか検査を実施します。もし、資源ごみ等が混入していれば

受け入れを拒否し、民間の回収事業者等への資源化ルートへ誘導します。（ 

事業系刈草・剪定

枝の資源化促進 

事業系刈草・剪定枝の民間処理施設への排出を促進し、資源化を図ります。 

新聞古紙等の新聞

販売店回収の実施 

新聞古紙については、顧客ーービスの一環として、販売店が回収している 

例があることから、新聞販売店舗による新聞誌等の販売店自主回収を要請 

するとともに、実施範囲をアンケート等で把握し、その範囲を拡大します。 

溶融スラグのリー

・クル推進 

溶融スラグのリー・クル推進のため、生成したスラグ製品を保管できるス 

トックヤードを確保し、市民や事業者が必要とする時に十分な量を提供で 

きるようにします。 

 

  



（ 
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（３） 適正処理・処分の実施 

循環利用できない廃棄物については、環境負荷の最小化と安全性の確保を前提とした適正な処理・

処分を実施します。広域連携による効率化と先進技術の導入により、持続可能な処理体制を構築しま

す。 

 

① 環境負荷の少ない適正処理・処分の実施 

 

個別施策の方向性 概要 

適正な収集運搬体

制 

人口減少や社会情勢の変化に対応し、適正な収集運搬体制を構築します。 

適正な中間処理計

画・最終処分計画

の立案 

既存施設については、合理的かつ効率的な施設運営及び維持管理を行うよ

う徹底します。 

また、将来的な中間処理体系については、中・長期的な視点に立ち、地域

の社会的及び地理的な特性を勘案した上で広域的な処理にも対応できる

よう、引き続き検討していきます。 

 

② 不適正処理の防止及び快適環境の創出 

 

個別施策の方向性 概要 

不法投棄対策の実

施 

本市は行政区域面積が広く、山林の面積が広い地域であり、不法投棄が行

われやすい地域であるため、土地の所有者や地域、県等と協力して監視体

制を強化し、不法投棄対策に取り組みます。（ 

また、これらの取組を通じて市民及び事業者への不法投棄に対する意識の

向上を図り、不法投棄の防止に努めます。 

不用品回収事業者

への対応 

廃棄物の不適正処理の防止及び資源化を推進するために、不用品回収事業

者への指導と市民への啓発を行います。 

まちの美化運動の

支援強化 

清潔で美しく快適なまちづくりを推進するため、市内一斉清掃への協力を

呼びかけるとともに、地域、事業所ぐるみの清掃活動を支援します。（ 

ポ・捨て等防止条例によるごみのポ・捨てや不法投棄防止の啓発に努め、

市民一人ひとりの美化意識の高揚に努めるとともに、パトロールや看板の

設置などの予防策を強化します。 

 

③ 災害時における安全・安心な廃棄物処理体制の確立 

 

個別施策の方向性 概要 

災害時における廃

棄物処理体制の確

立 

中津川市災害廃棄物処理基本計画に基づき、大規模災害時における迅速か

つ適正な廃棄物処理体制を構築します。近隣自治体との相互支援協定の締

結、仮置場の確保、近隣市町村や処理業者との連携体制整備により、災害

時のレジリエンス向上を図り、安全・安心な災害対応を実現します。 
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（４） ビジョンの共有と新たな施策の実施 

循環経済社会の実現に向け、市民・事業者・行政が共通のビジョンを持ち、協働して新たな施策に

取り組みます。技術革新や社会情勢の変化に対応した柔軟で効果的な施策展開を図ります。 

 

① ビジョンの共有と新たな施策の実施 

 

個別施策の方向性 概要 

ごみ減量検討市民

会議による施策の

立案 

 ごみ減量検討市民会議」から提言を受けたごみ減量に向けた施策につい

て検討し、活動を実践します。 

新たな発想による対策や施策を市民・事業者・行政が協働で検討、実践し、

きれいで豊かな自然を守るまちを目指します。 

資源化率向上に向

けた施策の検討 

近年落ちついている資源化率を高い目標値に近づけていくために、他市の

成功事例を参考にするとともに、資源再生事業者と連携を図りながら、有

効な施策を検討します。 

最終処分場の延命

化及び整備計画の

立案 

最終処分については、溶融スラグのリー・クルの推進や、ごみの減量化及

び資源ごみのリー・クルを推進することにより、最終処分量のさらなる低

減を図ります。また、今後の埋立状況を考慮しつつ、新たな埋立処分場の

整備計画を立案します。 

費用対効果の分析 ごみの減量化・資源化の促進とごみ質等の変化に合わせ、効率的な収集体

制の再構築を行います。 

市民ーービスの水準維持と費用対効果の観点から、民間活力を導入した効

率的、かつ効果的な廃棄物処理事業の執行体制について検討を行います。（ 

ごみ処理の適正化、効率化を図るため、近隣市町村と連携し、ごみの広域

処理について研究を行います。 

施策の効果分析手

法による点検・評

価 

ごみの減量化・資源化の促進とごみ質等の変化に合わせ、効率的な収集体

制の再構築を行います。 

市民ーービスの水準維持と費用対効果の観点から、民間活力を導入した効

率的、かつ効果的な廃棄物処理事業の執行体制について検討を行います。（ 

ごみ処理の適正化、効率化を図るため、近隣市町村と連携し、ごみの広域

処理について研究を行います。 

安全・安心な処理

体制の確立 

災害などの非常時においても、生活環境を保全し、迅速かつ適正に処理が

実施できるよう安全・安心な廃棄物処理体制を確立します。 

ごみ発電事業等の

推進 

ごみの焼却によって発生する熱エネルギーについて、可能な限り発電や蒸

気供給等に活用します。 

高齢者等に対する

ごみ出し支援 

大型ごみをごみ集積所まで排出することが困難な高齢者や障がい者等で

構成される世帯を支援するため、大型ごみの個別収集を実施します。 

 

 

  







（ 
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③ ゼロカーボン達成のための基本方針 

（ア） ゼロカーボン達成の方向性 

市がゼロカーボンを達成するためには、第一に、再エネの導入により温室効果ガスを排出しないエ

ネルギーを生み出す必要があります。加えて、エネルギー効率の高い機器を導入するいわゆる 省エ

ネ化」により現状使用しているエネルギーを極力効率よく使用しなければなりません。なおかつ、現

在化石燃料により動作しているものを極力再エネによる電力で動作するようにエネルギー転換を図

らなければゼロカーボンは達成されません。その上で、否応なく温室効果ガスが排出してしまう場合

には、排出量取引や森林等による CO2吸収によって相殺します。これらを最大限実施することが ゼ

ロカーボン」達成のための方向性となります。 

 

ゼロカーボン達成のための方向性 

① 積極的な再エネの導入によるエネルギーの創出 

② 省エネ化によるエネルギーの効率化 

③ エネルギー転換による化石燃料依存からの脱却 

④ 適切な森林管理による CO2吸収量の増加 

 

 

（イ） 再エネ導入の基本方針 

 

 

 

 

 

（ウ） ゼロカーボンと地域課題の同時解決 

地域貢献型の再エネ導入を推進し、地域で生み出された電気や熱を地産地消し、併せて市域内での

省エネ化を図ることでゼロカーボン化を図ります。同時に、そのエネルギーの利活用によって、産業

振興、定住・交流人口増、災害時の強靭化、自然環境保全等、地域の課題と関連させ、ゼロカーボン

と地域課題の同時解決を実現し、活力と魅力ある持続可能な地域をつくります。 

  

①先人が守り繋いできた自然資源を活かし、地域の特色に合った再
エネを導入する

②自然環境や住環境との調和を第一とし、自然資源の荒廃や景観・
住環境を害するような再エネは規制する

③生み出したエネルギーは極力地域で消費し、エネルギーの地産地
消を行う

④地域貢献型の再エネ導入を推進し、ゼロカーボンのみならず地域
の様々な課題解決に繋げる

再エネ導入の基本方針

図 ３-４ 再エネ導入の基本方針 

（出典：中津川市地域脱炭素ロードマップ） 
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図 ３-５ ゼロカーボンと地域課題の同時解決のイメージ図（出典：中津川市地域脱炭素ロードマップ） 

  

参考：ゼロカーボンと地域課題の同時解決のイメージ図 

 


